
２  エボラ出血熱疑い患者の県内発生時の対応について 
 

                                                     

１ エボラ出血熱について 
    （１）エボラウイルスによる感染症。感染すると２～２１日（通常は７～１０日）の 
     潜伏期の後、発熱、頭痛、倦怠感、筋肉痛咽頭痛等の症状を呈する。次いで、 
     嘔吐、下痢、胸部痛、出血（吐血、下血）等の症状が現れる。 
  （２）現在のところ、エボラ出血熱に対するワクチンや特異的な治療方法はない。 
  （３）患者の体液等（血液、分泌物、吐物・排泄物）や患者の体液等に汚染された 
     物質（注射針等）に十分な防護なしに触れた際、ウイルスが傷口や粘膜から 
     侵入することで感染する。 
  （４）空気感染はしない。 
 

２ 発生時の対応 
    下記対応フロー図に従い対応。 
 
 エボラ出血熱疑い患者 相談対応のフロー（H2７.1.6）

疑い患者（自宅・医療機関）からの相談

確認事項
①1ヶ月（21日）以内の西アフリカ諸国への渡航歴

orエボラ患者接触歴（疑い含む）
②発熱（38℃以上）

・熊本市立熊本市民病院
・佐賀県医療センター好生館
・大分県立病院 等

渡航歴は
検疫所に照会
（感染症対策室）

車両・搬送人員の確保

病院へ到着

第一種感染症指定医療機関

※医療機関の駐車場に
到着した段階で医療機関
に連絡

途中経過は逐次
感染症対策室へ報告

0985-44-2620

入院・検査

国立感染症研究所へ検体搬送

衛生環境研究所対応

病院で検体採取

(血清，咽頭ぬぐい液，尿)

ギニア・リベリア
シエラレオネ等

感染症対策室へ連絡

本人に自宅待機を要請!!

帰れないような状態の場
合は救急搬送も検討

感染症対策室が厚生労働省へ報告

疑似症患者と判断した場合

移送は搬送車＋消毒車
（車両2台）

受診の承諾を得てから
保健所が本人へ連絡。
＊入院の準備
＊現金、保険証等持参
＊マスク等の着用

感染症対策室が病院へ
連絡

※移送方法に関しては、

感染症対策室等と協議し
検討


